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に関する条例
(平成14年７月制定)

秋田市緑の基本計画
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秋田市都市緑化推進計画
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(平成19年３月策定)

第5次秋田市総合都市計画
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秋田市都市環境の創造および
保全に関する基本条例
(平成14年７月制定)

秋田市都市緑化の推進
に関する基本方針
(平成15年３月策定)

　緑豊かな住みよい都市環境のもと、すべての
市民が快適にすごし、豊かな生活をおくり､安
全･安心に暮らし、生きがいとゆとりを持って
生き、活気に満ちて活動するまちをつくり、市
民一人ひとりの笑顔が見え、しあわせを実感で
きる緑の健康文化都市を実現することを基本理
念として、将来都市像を設定したものです。

　概ね20年後を展望した目指すべき都市の姿を
描き、その実現に向け、市民と行政のパート
ナーシップによるまちづくりを実践していくた
めの、基本的な考えを示しています。
　
　　●目指すべき都市の姿
　　　　～にぎわいとうるおいのある
　　　　　　　　　　快適環境都市あきた～

　都市緑地法に基づく計画であり、市町村が｢
緑地｣の適正な保全、および緑化の推進に関す
る施策を総合的かつ計画的に実施するため、そ
の目標と実現のための施策などについて策定し
た緑とオープンスペースの総合的計画です。

　都市環境の創造および保全に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、｢にぎわいとうる
おいのある快適環境都市あきた｣を実現することを目的としています。

　緑化および美化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市緑化の推進のための施策
を総合的かつ一体的に展開し、良好な生活環境を確保することを目的としています。

　緑化および美化の推進に関する施策を体系化し、基本的事項についてその方向性などを示す
もので、市民・事業者・行政が共通の認識のもと、すぐれた緑を守ると共に、緑豊かで魅力あ
る都市空間を創り、育てていくための指針です。
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